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は
じ
め
 
に
 
 

（
1
）
 
 
平
成
一
五
年
、
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
に
よ
り
、
企
業
等
が
持
つ
営
業
秘
密
を
侵
害
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
が
制
定
さ
れ
た
。
 
 

一
2
）
 

へ
3
）
 
 

そ
の
後
も
、
同
法
の
平
成
一
七
年
改
正
及
び
同
一
八
年
改
正
に
よ
り
処
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
が
拡
大
さ
れ
、
或
い
は
法
定
刑
が
引
上
 
 

げ
ら
れ
る
等
、
営
業
秘
密
に
対
す
る
刑
事
法
的
保
護
は
強
化
さ
れ
る
一
方
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
の
間
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
が
実
際
に
 
 

（
5
ノ
 
 

へ
4
）
 
 

適
用
さ
れ
た
裁
判
例
は
僅
か
一
件
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
（
或
い
は
、
本
改
正
の
立
案
担
当
者
に
拠
れ
ば
そ
う
で
あ
 
 

「
6
）
〈
．
ワ
ニ
 
 

る
か
ら
こ
そ
）
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
は
平
成
二
一
年
の
同
法
改
正
 
（
以
下
、
「
本
改
正
」
と
言
う
。
）
 
に
よ
り
、
さ
ら
に
そ
の
射
程
を
広
げ
 
 

る
に
至
っ
た
。
 
 
 

本
改
正
に
お
い
て
も
ま
た
、
平
成
一
七
年
及
び
同
一
八
年
改
正
と
同
様
に
、
な
お
処
罰
の
間
隙
が
存
在
す
る
こ
と
に
対
す
る
企
業
等
 
 

四
五
 
 
 

営
業
秘
密
侵
害
罪
に
係
る
不
正
競
争
防
止
法
の
平
成
二
一
年
改
正
に
つ
い
て
 
 

は
じ
め
に
 
 

一
平
成
二
一
年
改
正
の
概
観
 
 

一
▲
 
不
正
の
競
争
の
目
的
と
国
利
加
害
H
的
 
 

二
 
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
財
産
犯
化
 
 

お
わ
り
に
 
 

原
 
 

亜
貴
子
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1
 
不
正
取
得
罪
 
（
二
一
条
一
項
言
吉
 
 
 

本
罪
は
、
改
正
前
の
不
正
取
得
罪
（
旧
二
一
条
一
項
二
号
）
 
に
該
当
す
る
行
為
か
ら
方
法
に
よ
る
限
定
を
外
し
、
営
業
秘
密
を
不
正
 
 

に
取
得
す
る
行
為
を
広
く
処
罰
す
べ
く
規
定
し
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
旧
二
一
条
一
項
二
号
は
、
営
業
秘
密
を
不
正
に
取
得
す
る
行
 
 

為
の
う
ち
、
営
業
秘
密
が
記
録
さ
れ
た
川
俣
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
を
取
得
す
る
行
為
又
は
回
そ
の
複
製
を
作
成
 
 

す
る
行
為
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
。
L
か
し
、
本
改
正
後
は
、
詐
欺
等
行
為
又
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
営
業
秘
密
を
取
得
す
る
あ
 
 

ら
ゆ
る
行
為
が
本
罪
の
対
象
と
な
る
。
 
 
 

囲
六
 
 
 

ト
 
 

か
ら
の
処
罰
範
囲
見
直
し
の
要
望
が
そ
の
契
機
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
本
改
正
以
前
の
営
業
秘
密
侵
害
罪
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
 
 

は
、
第
一
に
、
「
不
正
の
競
争
の
臼
的
」
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
競
争
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
営
業
秘
密
の
不
正
使
 
 

用
・
開
示
行
為
が
可
罰
的
で
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
営
業
秘
密
の
不
正
使
用
・
開
示
が
営
業
秘
密
侵
害
の
中
心
的
行
為
で
あ
っ
た
た
め
、
 
 

営
業
秘
密
が
不
正
に
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
企
業
外
で
秘
密
裏
に
行
わ
れ
る
使
用
∵
開
示
行
為
の
立
証
が
困
難
 
 

〔
q
こ
 
 

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
企
業
等
が
有
す
る
営
業
 
 

秘
密
の
よ
り
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
」
、
以
下
の
点
が
改
正
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
「
不
正
の
競
争
の
目
的
」
の
「
不
正
の
利
益
を
 
 

得
る
目
的
、
又
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
」
（
岡
利
加
害
目
的
）
 
へ
の
変
更
、
②
第
一
二
者
等
に
よ
る
営
業
秘
常
の
不
正
な
取
 
 

得
に
つ
き
付
さ
れ
て
い
た
、
取
得
方
法
に
よ
る
限
定
の
撤
廃
、
③
従
業
者
等
に
よ
る
営
業
秘
密
の
領
得
行
為
の
処
罰
化
、
で
あ
る
。
 
 
 

以
下
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
改
正
点
に
つ
い
て
、
二
一
条
一
項
一
号
及
び
三
号
を
中
心
に
、
そ
の
内
容
を
概
観
し
た
上
で
検
討
を
加
 
 

え
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

一
 
平
成
二
一
年
改
正
の
概
観
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ニ
ー
条
一
項
一
号
は
、
詐
欺
等
行
為
を
「
人
を
欺
き
、
人
に
暴
行
を
加
え
、
又
は
人
を
脅
迫
す
る
行
為
」
、
管
理
侵
害
行
為
を
「
財
物
 
 

の
窃
取
、
施
設
へ
の
侵
入
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
そ
の
他
の
保
有
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
」
と
規
定
す
る
。
管
理
侵
害
行
為
の
例
示
 
 

の
う
ち
、
「
営
業
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
書
面
又
は
記
録
裸
体
の
窃
取
」
が
「
財
物
の
窃
取
」
 
に
変
更
さ
れ
た
。
「
財
物
一
 
 

は
刑
法
に
お
け
る
財
物
と
同
義
で
あ
り
、
「
財
物
の
窃
取
」
と
は
、
窃
盗
罪
 
（
刑
法
〓
二
五
条
）
 
の
実
行
行
為
に
相
当
す
る
行
為
で
あ
る
 
 

r
l
O
）
 
 

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
試
作
品
や
サ
ン
プ
ル
の
よ
う
に
記
録
媒
体
以
外
の
物
に
化
体
し
た
営
業
秘
密
の
取
得
 
 

も
本
罪
に
当
た
り
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
「
そ
の
他
の
保
有
者
の
管
理
を
害
す
る
行
為
」
は
、
他
人
の
営
業
秘
密
を
不
正
に
取
得
 
 

す
る
た
め
に
保
有
者
の
営
業
秘
密
の
管
理
を
外
部
か
ら
侵
害
す
る
行
為
の
う
ち
、
既
に
条
文
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
行
為
を
除
い
た
も
の
 
 

を
指
す
。
不
正
取
得
の
手
段
に
限
定
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
例
え
ば
、
営
業
秘
密
を
口
頭
で
聞
き
出
す
行
為
、
盗
聴
、
電
波
傍
受
或
い
 
 

は
記
憶
（
窃
視
）
 
に
よ
る
取
得
等
も
本
罪
の
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
営
業
秘
密
の
重
要
性
、
競
争
的
価
値
は
、
当
該
情
報
 
 

‖
、
 
 

が
無
体
物
の
ま
ま
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
有
体
物
に
化
体
し
て
い
る
か
、
と
は
無
関
係
に
存
し
て
い
る
。
ま
し
て
、
書
面
や
記
録
媒
体
 
 

（
1
2
）
 
 

へ
の
化
体
と
そ
れ
以
外
の
物
件
へ
の
化
体
の
場
合
と
で
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
理
由
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
本
改
正
が
不
正
取
得
の
 
 

方
法
に
つ
き
限
定
を
取
り
払
っ
た
こ
と
、
及
び
管
理
侵
害
行
為
の
例
示
に
お
け
る
窃
取
の
客
体
を
「
財
物
」
 
に
改
め
た
こ
と
は
妥
当
で
 
 

〓
 
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
旧
二
一
条
一
項
各
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
不
正
の
競
争
の
目
的
」
を
要
件
と
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
営
業
秘
 
 

密
侵
害
罪
新
設
当
時
の
立
案
担
当
者
は
、
内
部
告
発
や
取
材
報
道
等
を
目
的
と
す
る
行
為
、
さ
ら
に
恐
喝
目
的
や
愉
快
犯
と
い
っ
た
個
 
 

■
〓
 
 

人
的
な
犯
罪
行
為
を
営
業
秘
密
侵
害
罪
か
ら
除
外
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
要
件
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
 
 

競
争
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
加
害
目
的
や
外
国
政
府
等
を
利
す
る
目
的
等
に
よ
る
営
業
秘
密
の
不
正
な
使
用
・
開
示
等
が
営
業
 
 

へ
1
5
）
 
 

秘
密
侵
害
罪
の
対
象
と
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
本
改
正
に
よ
り
、
「
不
正
の
競
争
の
目
的
」
が
 
 

「
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
又
は
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
」
 
に
変
更
さ
れ
た
。
「
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
」
と
は
、
公
序
良
俗
 
 

四
七
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2
 
不
正
額
得
罪
 
（
二
一
条
一
項
▲
二
号
）
 
 
 

本
罪
は
、
営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
が
、
凶
利
加
害
目
的
を
持
っ
て
、
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
い
て
 
 

営
業
秘
密
を
領
得
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
犯
罪
類
型
で
あ
る
。
本
改
正
前
は
、
従
業
者
や
 
 

取
引
先
等
の
 
「
営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
」
が
営
業
秘
密
を
不
正
に
持
ち
出
す
等
す
る
行
為
は
未
だ
不
可
罰
で
あ
り
、
不
 
 

正
な
使
用
・
開
示
の
段
階
に
至
っ
て
初
め
て
処
罰
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
立
案
担
当
者
は
本
罪
新
設
の
理
由
と
し
て
、
①
企
業
外
で
秘
 
 

密
裏
に
行
わ
れ
る
使
用
・
開
示
は
そ
の
立
証
が
崩
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
正
な
持
ち
出
し
の
痕
跡
が
明
ら
か
な
場
合
に
も
被
害
企
業
 
 

は
泣
き
寝
入
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
及
び
②
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
管
理
す
る
任
務
を
負
う
者
が
、
そ
の
任
 
 

務
に
背
い
て
、
営
業
秘
密
を
保
有
者
の
管
理
下
か
ら
離
れ
さ
せ
て
自
己
の
ほ
し
い
ま
ま
に
利
用
・
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
 
 

る
こ
と
は
、
不
正
な
使
用
・
開
示
に
よ
る
法
益
侵
害
の
危
険
性
を
著
し
く
高
め
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
ふ
。
 
 
 

本
罪
は
、
旧
二
一
条
一
項
三
号
が
規
定
し
て
い
た
営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
に
よ
る
使
用
・
開
示
の
、
い
わ
ば
予
備
行
 
 

為
に
当
た
る
部
分
を
独
立
に
処
罰
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
部
分
が
そ
の
ま
ま
構
成
要
件
化
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
旧
二
一
 
 

条
一
項
三
号
は
、
客
体
た
る
営
業
秘
密
を
、
「
詐
欺
専
行
為
若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
、
又
は
横
領
そ
の
他
の
営
業
秘
密
記
録
媒
 
 

体
等
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
く
行
為
に
よ
り
」
、
「
イ
 
保
有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
を
領
得
す
る
」
又
は
「
ロ
 
保
 
 
 

四
人
 
 
 

又
は
信
義
則
に
反
す
る
形
で
不
当
な
利
益
を
図
る
目
的
を
い
い
、
自
ら
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
（
自
己
図
利
目
的
）
 
の
み
な
ら
ず
、
 
 

第
三
者
に
不
正
の
利
益
を
待
さ
せ
る
目
的
 
（
第
三
者
図
利
口
的
）
 
を
も
含
む
。
こ
の
場
合
、
常
葉
秘
密
の
保
有
者
と
行
為
者
又
は
第
三
 
 

者
と
が
競
争
関
係
に
あ
る
必
要
は
な
い
。
他
方
で
、
「
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
」
と
は
、
営
業
秘
密
の
保
有
者
に
対
し
、
財
産
上
 
 

の
損
害
、
信
用
の
失
墜
そ
の
他
の
有
形
無
形
の
不
当
な
損
害
を
加
え
る
目
的
を
い
い
、
現
実
に
損
害
が
生
じ
る
こ
と
は
要
し
な
い
と
さ
 
 

〔
1
6
〕
 
 

れ
て
い
る
。
こ
の
日
的
要
件
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
。
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有
者
の
管
理
に
係
る
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
そ
の
複
製
を
作
成
す
る
」
方
法
で
「
営
業
秘
密
が
記
載
さ
 
 

れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
書
面
又
は
記
録
媒
体
を
領
得
し
、
又
は
作
成
」
す
る
、
と
い
う
手
段
に
よ
り
得
ら
れ
た
場
合
に
限
定
し
て
い
た
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
ま
ず
、
「
詐
欺
等
行
為
若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
、
又
は
横
領
そ
の
他
の
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
管
理
に
 
 

係
る
任
務
に
背
く
行
為
に
よ
り
」
と
い
う
部
分
が
、
「
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
き
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
 
 

て
、
現
行
法
で
は
、
「
詐
欺
等
行
為
若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
営
業
秘
密
を
保
 
 

有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
」
 
で
あ
っ
て
も
、
詐
欺
等
行
為
若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
営
業
秘
密
を
不
正
に
取
得
す
る
場
合
に
は
、
 
 

第
三
者
に
よ
る
場
合
と
同
じ
く
二
一
条
一
項
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
「
営
業
秘
密
記
録
媒
体
等
の
管
理
に
 
 

係
る
任
務
」
が
「
営
業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務
」
 
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、
記
録
媒
体
以
外
の
物
件
に
化
体
し
た
営
業
秘
密
及
び
無
形
 
 

の
営
業
秘
密
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
が
保
有
者
と
の
契
約
等
に
お
い
て
課
せ
ら
れ
た
秘
密
を
保
持
す
べ
き
任
 
 

務
を
負
う
場
合
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

次
に
、
本
改
正
前
は
営
業
秘
密
の
領
得
が
上
記
イ
及
び
ロ
の
方
法
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
現
行
法
は
 、
そ
れ
ぞ
れ
領
得
行
為
な
い
 
 

し
複
製
作
成
行
為
の
対
象
を
記
録
媒
体
以
外
の
物
件
に
化
体
し
た
営
業
秘
密
に
も
拡
大
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
ハ
 
営
業
秘
密
記
録
媒
 
 

体
等
の
記
載
又
は
記
録
で
あ
っ
て
、
消
去
す
べ
き
も
の
を
消
去
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
記
載
又
は
記
録
を
消
去
し
た
よ
う
に
仮
装
す
る
」
 
 

と
い
う
方
法
が
追
加
さ
れ
た
。
「
消
去
す
べ
き
も
の
を
消
去
せ
ず
」
と
は
、
官
業
秘
密
を
消
去
す
べ
き
義
務
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
違
 
 

反
し
て
営
業
秘
密
を
消
去
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
「
当
該
記
載
又
は
記
録
を
消
去
し
た
よ
う
に
仮
装
す
る
」
と
は
、
実
際
に
は
自
 
 

己
の
記
録
媒
体
等
に
保
存
さ
れ
た
営
業
秘
密
の
記
載
又
は
記
録
を
消
去
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
消
去
さ
れ
て
い
る
か
の
 
 

（
1
8
）
 
 

よ
う
な
虚
偽
の
概
観
を
作
出
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 
 

四
九
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旧
二
一
条
一
項
各
号
で
要
求
さ
れ
て
い
た
「
不
正
の
競
争
の
目
的
」
と
い
う
要
件
が
「
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
又
は
保
有
者
に
損
 
 

害
を
加
え
る
目
的
」
、
す
な
わ
ち
図
利
加
害
目
的
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
改
正
に
お
け
る
特
に
重
要
な
変
吏
点
で
あ
る
。
本
改
正
の
 
 

立
案
担
当
者
は
、
本
罪
に
お
い
て
国
利
加
害
目
的
が
否
定
さ
れ
る
場
合
の
例
と
し
て
、
①
公
益
の
実
現
を
図
る
目
的
で
、
事
業
者
の
不
 
 

正
情
報
を
内
部
告
発
す
る
行
為
、
②
労
働
者
の
正
当
な
権
利
の
実
現
を
図
る
目
的
で
、
労
使
交
渉
に
よ
り
取
得
し
た
保
有
者
の
営
業
秘
 
 
 

4
 
二
一
条
一
項
二
号
、
五
号
乃
雫
七
号
 
 
 

二
一
条
一
項
二
号
は
、
旧
二
一
条
一
項
二
号
が
定
め
て
い
た
不
正
取
得
後
使
用
・
開
示
罪
を
引
き
継
い
で
い
る
が
、
臼
的
要
件
、
及
 
 

び
二
一
条
一
項
二
号
に
関
L
て
上
述
し
た
管
理
侵
害
行
為
の
内
容
に
変
更
が
あ
る
。
二
一
条
一
項
五
号
乃
至
七
号
に
つ
い
て
も
、
目
的
 
 

の
変
更
、
及
び
二
一
条
一
項
一
号
乃
至
四
号
の
改
正
に
伴
う
文
言
の
修
正
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
 
 

五
〇
 
 
 

3
 
不
正
領
得
後
使
用
・
開
示
罪
 
（
二
一
条
一
項
四
号
）
 
 
 

本
号
は
改
正
前
の
ニ
ー
条
一
項
三
号
を
そ
の
基
礎
と
し
、
営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
が
、
二
一
条
二
項
三
号
の
行
為
に
 
 

よ
り
領
得
し
た
営
業
秘
密
を
図
利
加
害
目
的
で
、
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に
係
る
任
務
に
背
き
、
使
用
又
は
開
示
す
る
行
為
を
処
罰
す
 
 

る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

旧
二
一
条
一
項
三
号
の
 
「
詐
欺
等
行
為
若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
営
業
秘
密
 
 

を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
」
 
で
あ
っ
て
も
、
詐
欺
等
行
為
若
し
く
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
不
正
に
取
得
し
た
官
業
秘
密
を
使
用
・
 
 

開
示
す
る
場
合
に
は
、
二
一
条
一
項
四
ロ
ケ
で
は
な
く
二
一
条
一
項
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

二
 
不
正
の
競
争
の
目
的
と
国
利
加
害
目
的
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密
を
労
働
組
合
内
部
 
（
上
部
団
体
等
）
 
に
開
示
す
る
行
為
、
③
残
業
目
的
で
、
権
限
を
有
す
る
上
司
の
許
可
を
得
ず
に
営
業
秘
密
が
記
 
 

へ
柑
〕
 
 

載
等
さ
れ
た
文
書
や
C
D
・
R
O
M
を
自
宅
に
持
ち
帰
る
行
為
等
を
挙
げ
て
い
る
。
果
し
て
、
こ
の
よ
う
な
処
罰
範
囲
の
限
定
は
可
能
で
 
 

あ
ろ
う
か
。
 
 
 

国
利
加
害
目
的
と
い
え
ば
背
任
罪
 
（
刑
法
二
四
七
条
）
 
に
お
け
る
そ
れ
が
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
き
判
例
は
、
必
ず
し
も
「
意
 
 

（
2
0
）
 
 

欲
な
い
し
積
極
的
認
容
ま
で
は
要
し
な
い
」
と
し
て
い
る
。
仮
に
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
そ
の
ま
ま
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
解
釈
に
も
当
 
 

て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
同
罪
の
故
意
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
同
時
に
 
（
少
な
く
と
も
末
必
的
な
）
加
害
目
的
も
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
 
 

「
サ
″
、
 
 

へ
n
）
 
う
。
 

し
か
も
、
「
損
害
」
は
財
産
上
の
そ
れ
に
は
限
定
さ
れ
な
い
、
と
す
る
の
が
判
例
及
び
通
説
の
立
場
で
あ
る
。
①
の
場
合
に
つ
い
 
 

て
、
「
企
業
は
不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
収
益
を
上
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
行
為
を
告
発
す
る
こ
と
で
生
ず
る
損
害
は
、
 
 

〔
2
3
〕
 
 

『
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
』
 
で
い
う
『
損
害
』
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
」
と
の
理
解
も
あ
る
が
、
「
損
害
」
 
 

と
い
う
文
言
の
解
釈
に
こ
の
よ
う
な
限
定
を
付
し
得
る
か
は
疑
わ
し
い
。
 
 
 

背
任
罪
に
お
い
て
は
、
当
該
任
務
違
背
行
為
が
本
人
の
た
め
に
す
る
意
思
で
行
わ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
本
人
囲
利
目
的
が
あ
る
場
 
 

合
に
は
、
国
利
加
害
目
的
が
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
国
利
加
害
目
的
の
要
件
が
、
本
人
国
利
目
的
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
背
任
罪
の
 
 

」
 
 

成
立
要
件
と
し
て
、
こ
れ
を
裏
側
か
ら
規
定
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
L
て
、
内
部
告
発
等
の
目
的
の
場
合
に
は
、
図
利
 
 

加
害
目
的
と
の
間
に
こ
の
よ
う
な
関
係
が
存
し
な
い
∩
▼
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
行
為
者
が
内
部
告
発
目
的
で
企
業
の
営
業
秘
密
を
開
示
 
 

す
る
よ
う
な
場
合
に
も
、
彼
は
そ
の
保
有
者
た
る
企
業
に
何
ら
か
の
損
害
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
識
し
得
る
の
で
 
 

へ
2
5
）
 
 

あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
加
害
目
的
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
事
業
者
の
不
正
情
報
を
内
部
告
発
す
る
行
為
で
の
告
発
者
の
正
 
 

（
2
6
し
 
 

義
感
」
 
は
、
単
な
る
動
機
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
②
の
労
働
組
合
内
部
に
開
示
す
る
行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
保
有
者
 
 

に
損
害
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
り
、
行
為
者
が
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
加
害
目
的
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
但
 
 

（
2
7
」
 
 

し
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
場
合
に
は
刑
法
三
五
条
に
よ
る
正
当
化
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

五
一
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五
二
 
 

上
記
の
例
で
は
③
の
場
合
に
の
み
、
国
利
加
害
目
的
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
り
可
罰
性
が
否
定
さ
れ
得
る
。
残
業
目
的
で
権
限
な
 
 

く
営
業
秘
密
を
自
宅
に
持
ち
帰
る
場
合
に
は
、
「
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
」
或
い
は
「
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
」
も
、
こ
 
 
 

れ
ら
の
認
識
∵
予
見
も
欠
け
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
脱
税
等
の
明
ら
か
に
違
法
な
活
動
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
営
 
 

蒜
づ
 
業
秘
密
の
「
有
用
性
」
要
件
を
充
た
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
取
得
・
開
示
等
し
て
も
営
業
秘
密
侵
害
罪
は
成
立
し
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
図
利
加
害
目
的
で
は
、
適
切
な
処
罰
範
囲
の
限
定
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
目
的
要
件
の
 
 

変
更
に
伴
う
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
寧
ろ
次
の
点
に
あ
る
。
 
 
 

上
述
の
よ
う
に
、
従
来
は
、
営
業
秘
密
を
侵
害
す
る
行
為
の
際
に
行
為
者
に
不
正
の
競
争
の
目
的
が
存
し
た
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
 
 

で
、
内
部
告
発
や
取
材
報
道
等
を
目
的
と
す
る
行
為
、
並
び
に
恐
喝
目
的
や
愉
快
犯
と
い
っ
た
個
人
的
な
犯
罪
行
為
は
営
業
秘
密
侵
害
 
 

罪
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
単
な
る
加
害
目
的
し
か
有
し
て
い
な
い
場
合
や
、
外
国
政
府
等
を
利
す
 
 

る
目
的
で
の
営
業
秘
密
の
不
正
な
使
用
・
開
示
等
は
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
従
業
員
が
勤
務
先
企
業
 
 

の
顧
客
情
報
を
名
簿
業
者
に
売
渡
し
て
対
価
を
得
る
場
合
に
は
、
顧
客
情
報
の
開
示
先
で
あ
る
名
簿
業
者
と
事
業
者
と
が
競
争
関
係
に
 
 

な
い
た
め
、
行
為
者
に
は
「
不
正
の
競
争
の
目
的
」
が
欠
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
競
争
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
な
 
 

い
営
業
秘
密
の
不
正
な
使
用
・
開
示
等
に
つ
い
て
も
営
業
秘
密
侵
害
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
本
 
 

、
3
1
 
 

改
正
の
趣
旨
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
行
為
は
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
っ
て
禁
止
す
べ
き
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
同
 
 

法
二
条
二
唄
四
号
乃
至
九
号
に
拠
れ
ば
、
単
に
営
業
秘
密
を
不
正
に
取
得
、
使
用
若
し
く
は
開
示
す
る
行
為
が
「
不
正
競
争
」
で
あ
り
、
 
 

そ
こ
で
は
営
業
秘
密
の
保
有
者
と
不
正
行
為
者
等
と
の
間
に
競
争
関
係
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
競
争
関
係
を
前
掟
と
 
 

し
な
い
営
業
秘
密
に
係
る
不
正
行
為
に
対
し
て
も
、
差
止
請
求
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
や
は
り
、
「
競
争
関
係
の
存
 
 

在
を
前
提
と
し
な
い
」
行
為
を
も
営
業
秘
密
停
害
非
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
正
競
争
防
止
法
の
射
程
を
越
え
る
も
の
で
あ
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営
業
秘
密
侵
害
罪
の
「
財
産
犯
化
」
を
窺
わ
せ
る
要
因
は
、
不
正
競
争
の
目
的
が
国
利
加
害
目
的
に
変
更
さ
れ
た
点
以
外
に
も
存
す
 
 

る
。
本
改
正
前
の
営
業
秘
密
不
正
取
得
罪
 
（
旧
一
二
条
一
項
二
号
、
平
成
二
五
年
の
新
設
時
は
一
四
条
一
項
四
号
）
 
が
新
設
さ
れ
た
当
 
 

時
の
立
案
担
当
者
は
、
本
罪
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
営
業
秘
密
が
不
正
取
得
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
段
階
で
は
未
だ
使
用
又
は
開
示
と
い
う
 
 

終
局
的
な
法
益
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
特
に
法
益
侵
害
の
危
険
性
が
高
い
媒
体
を
通
じ
た
不
正
取
得
行
為
に
限
っ
て
処
 
 

罰
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
同
罪
は
不
正
取
得
後
使
用
・
開
示
罪
 
（
旧
二
一
条
一
項
一
号
）
 
の
予
備
罪
的
性
 
 

格
を
有
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
本
改
正
に
よ
り
営
業
秘
密
を
取
得
す
る
方
法
に
関
す
る
限
定
 
 

が
撤
廃
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
営
業
秘
密
を
不
正
に
取
得
す
る
行
為
が
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
（
二
一
条
一
項
一
号
）
。
ま
た
、
本
改
正
前
ま
 
 

で
不
正
取
得
罪
は
不
正
取
得
後
使
用
・
開
示
罪
の
後
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
今
回
、
二
一
条
一
項
一
号
に
「
昇
格
」
さ
せ
ら
れ
て
使
用
・
 
 

開
示
罪
（
二
一
条
‥
項
二
号
）
の
前
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
じ
く
、
営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
に
よ
る
使
用
・
 
 

開
示
の
準
備
行
為
に
当
た
る
不
正
領
得
罪
 
（
二
一
条
一
項
三
号
）
も
、
不
正
領
得
後
便
用
・
聞
ホ
罪
（
二
一
条
一
項
四
号
）
 
に
先
行
し
 
 

て
置
か
れ
て
い
る
。
 
 
 

営
業
秘
密
侵
害
罪
の
保
護
法
益
は
一
般
に
、
「
営
業
上
の
利
益
」
と
い
う
個
人
的
法
益
と
、
「
公
正
な
競
争
秩
序
」
な
い
し
「
競
争
秩
 
 

（
3
3
）
 
 

序
の
維
持
」
と
い
っ
た
社
会
的
法
益
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
一
条
一
項
各
号
は
、
営
業
秘
密
保
持
者
の
競
争
上
の
 
 

優
位
性
な
い
し
競
争
秩
序
が
実
際
に
害
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
は
危
険
犯
で
あ
る
と
い
 
 

う
こ
と
に
な
る
。
営
業
秘
密
侵
害
罪
は
、
営
業
秘
密
の
①
取
得
・
領
得
、
②
開
示
、
③
使
用
と
い
う
三
段
階
の
行
為
類
型
か
ら
成
る
。
 
 

五
．
二
 
 
 

㌫
聖
 
 

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
 
「
財
産
犯
化
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

三
 
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
財
産
犯
化
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五
四
 
 
 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
綻
争
者
が
他
社
の
営
業
秘
密
を
自
ら
の
事
業
活
動
に
お
い
て
使
用
す
る
場
合
に
は
法
益
侵
害
の
危
険
が
非
常
に
高
 
 

ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
た
め
、
不
正
使
用
の
罪
は
具
体
的
危
険
犯
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
他
方
で
、
営
業
秘
密
を
取
得
し
、
或
い
は
開
 
 

示
し
た
時
点
で
は
、
法
益
侵
害
の
危
険
は
未
だ
抽
象
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
三
者
が
営
業
 
 

秘
密
を
取
得
な
い
し
開
示
L
た
時
点
、
或
い
は
、
営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
が
こ
れ
を
領
行
な
い
し
開
示
し
た
時
点
に
つ
 
 

い
て
の
み
な
ら
ず
、
営
業
秘
密
を
使
用
す
る
こ
と
で
競
争
上
優
位
に
立
ち
得
る
競
争
者
自
身
が
こ
れ
を
取
得
し
た
時
点
に
つ
い
て
も
、
 
 

使
用
の
前
段
階
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
不
正
競
争
防
止
法
が
初
め
て
営
業
秘
密
侵
害
罪
を
規
定
し
 
 

封
）
 
た
当
時
か
ら
三
貝
し
て
、
佗
用
罪
と
開
示
罪
を
ひ
と
つ
の
条
文
で
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
で
あ
 
 

る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
予
備
段
階
に
し
か
過
ぎ
ず
、
抽
象
的
危
険
し
か
有
し
な
い
行
為
が
、
本
改
正
に
よ
っ
て
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
い
 
 

わ
ば
中
心
的
行
為
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

営
業
秘
密
侵
害
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
に
拠
れ
ば
、
営
業
秘
密
の
保
持
に
法
的
保
護
を
与
え
る
理
由
は
、
競
争
者
 
 

に
よ
る
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
行
為
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
企
業
の
成
果
開
発
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
失
わ
れ
、
成
果
を
得
る
た
め
 
 

に
資
本
を
投
下
す
る
者
が
減
少
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
供
給
さ
れ
る
商
品
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
質
が
向
上
せ
ず
、
競
争
秩
 
 

〔
3
5
ノ
 
 

序
の
発
展
が
害
さ
れ
る
怖
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
は
専
ら
個
人
的
法
益
に
対
 
 

す
る
罪
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
営
業
秘
密
は
競
争
者
と
の
競
争
の
場
面
に
お
い
て
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
保
持
す
る
こ
 
 

と
か
ら
得
ら
れ
る
競
争
上
の
利
益
が
本
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
。
営
業
秘
密
を
保
有
す
る
者
は
、
自
ら
が
持
つ
情
報
を
独
占
的
に
利
用
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
持
た
な
い
競
争
者
よ
り
も
競
争
上
優
位
に
立
つ
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
他
方
で
、
営
業
秘
密
を
持
た
な
 
 

い
競
争
者
は
、
こ
れ
を
保
有
す
る
者
の
営
業
秘
密
を
利
用
し
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
す
る
こ
と
で
、
保
有
者
の
競
争
上
の
優
位
性
を
損
な
い
、
 
 

自
ら
の
競
争
に
お
け
る
地
位
を
押
し
上
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
競
争
者
が
保
有
者
の
営
業
秘
密
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
 
 

保
有
者
の
競
争
上
の
優
位
性
が
損
な
わ
れ
る
。
営
業
秘
密
侵
害
罪
が
保
護
し
ょ
う
と
す
る
営
業
秘
密
の
価
値
は
、
単
な
る
財
産
的
価
値
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で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
競
争
上
の
価
値
で
あ
る
。
そ
L
て
、
そ
れ
故
に
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
ほ
不
正
競
争
防
止
法
に
 
 

6
 
 

3
 
 

規
定
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

本
稿
の
よ
う
に
、
営
業
秘
密
の
価
値
を
そ
の
競
争
に
お
け
る
そ
れ
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
不
正
取
得
・
領
得
な
い
し
開
示
に
よ
っ
て
営
 
 

業
秘
密
が
企
業
外
部
に
流
出
し
た
だ
け
で
は
、
損
害
の
具
体
的
危
険
が
発
生
し
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
こ
の
場
合
に
害
さ
れ
た
と
考
 
 

え
ら
れ
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
、
営
業
秘
密
が
化
体
し
て
い
る
媒
体
そ
れ
自
体
の
財
産
的
価
値
、
或
い
は
被
害
会
社
の
情
報
管
理
体
制
に
 
 

対
す
る
社
会
的
信
頼
で
あ
ろ
、
つ
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
営
業
秘
密
侵
害
罪
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
 
 

で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
営
業
秘
密
そ
の
も
の
の
純
粋
な
財
産
的
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
 
 

本
改
正
後
の
不
正
競
争
防
止
法
は
、
無
体
物
た
る
情
報
で
あ
る
と
こ
ろ
の
営
業
秘
密
に
財
産
的
価
値
を
認
め
、
こ
れ
に
正
面
か
ら
法
的
 
 

保
護
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
は
、
無
体
物
た
る
情
報
に
対
す
る
窃
盗
、
詐
欺
或
い
は
横
領
等
の
行
為
を
処
罰
す
る
 
 

も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
営
業
秘
密
侵
害
罪
で
は
国
利
加
害
目
的
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
の
内
容
を
上
述
の
よ
う
に
 
 

理
解
す
る
場
合
に
は
、
可
罰
性
の
範
囲
は
殆
ど
限
定
さ
れ
得
な
い
。
し
か
も
、
度
重
な
る
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
に
よ
り
、
法
定
刑
 
 

は
も
は
や
刑
法
上
の
財
物
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
よ
り
も
重
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
平
成
一
五
年
改
正
当
時
の
不
 
 

正
競
争
防
止
法
〓
囚
条
一
項
は
、
法
定
刑
を
「
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
l
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
」
と
定
め
て
い
た
が
、
平
成
十
七
年
改
 
 

正
に
よ
り
「
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
」
（
旧
二
十
一
条
一
項
）
 
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
さ
 
 

ら
に
平
成
十
人
年
改
正
に
よ
り
現
行
の
 
「
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
」
 
へ
と
引
き
上
げ
ら
 
 

れ
て
い
る
。
平
成
十
人
年
改
正
時
の
法
定
刑
引
上
げ
の
理
由
は
、
犯
罪
の
抑
止
効
果
の
他
に
、
刑
法
上
の
財
産
犯
や
特
許
権
侵
害
罪
（
特
 
 

（
3
7
）
 
 

許
法
一
九
六
条
）
と
の
均
衡
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
平
成
一
五
年
の
営
業
秘
密
侵
害
罪
導
入
以
来
、
同
罪
の
法
定
刑
は
、
取
 
 

へ
謂
）
 
 

得
・
領
得
、
開
示
或
い
は
使
用
に
か
か
わ
ら
ず
同
一
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
立
案
担
当
者
は
当
初
よ
り
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
を
あ
る
 
 

五
五
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五
六
 
 
 

程
度
、
財
産
犯
的
に
理
解
し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
 
 
 

営
業
秘
密
侵
害
罪
の
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
側
面
よ
り
も
、
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
側
面
を
よ
り
重
視
す
 
 

る
方
向
で
の
改
正
に
は
賛
成
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
罪
が
親
告
罪
で
あ
る
こ
と
．
と
も
整
合
す
る
か
ら
で
あ
る
（
ニ
ー
条
三
項
）
。
し
 
 

か
し
、
同
罪
が
営
業
秘
密
を
企
業
の
財
産
そ
の
も
の
と
捉
え
て
、
こ
れ
に
対
す
る
侵
害
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
疑
問
を
 
 

呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
刑
法
上
の
財
産
犯
で
は
保
護
さ
れ
て
い
な
い
無
体
物
た
る
情
報
に
、
有
体
物
た
る
財
物
と
 
 

同
等
 
（
或
い
は
そ
れ
以
上
）
 
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
本
稿
も
、
二
疋
の
情
報
に
対
し
て
刑
事
法
上
 
 

の
保
護
を
与
え
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
の
情
報
化
、
並
び
に
産
業
界
に
お
け
る
営
業
秘
密
の
重
要
性
に
 
 

鑑
み
れ
ば
、
営
業
秘
密
を
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
の
必
要
惟
に
異
論
の
余
地
は
な
い
。
問
題
は
、
刑
法
上
の
財
産
犯
に
お
い
て
保
護
客
 
 

体
と
は
さ
れ
て
い
な
い
無
体
物
た
る
情
報
で
あ
る
と
こ
ろ
の
営
業
秘
密
に
対
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
と
い
う
特
別
法
に
お
い
て
こ
の
 
 

よ
う
な
刑
事
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
刑
法
上
の
財
産
犯
と
営
業
秘
密
侵
害
罪
と
の
関
係
が
必
ず
し
 
 

も
明
ら
か
で
な
い
点
に
存
す
る
。
 
 
 

仮
に
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
が
財
産
と
し
て
の
営
業
秘
密
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
同
罪
と
刑
法
上
の
財
 
 

産
犯
の
保
護
法
益
と
は
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
両
者
は
法
条
競
合
 
（
特
別
関
係
）
 
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
 
 

（
3
9
し
 
 

は
、
と
り
わ
け
営
業
秘
密
が
記
録
媒
体
或
い
は
何
ら
か
の
物
件
に
化
体
し
て
い
る
場
合
に
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
財
産
犯
と
営
業
 
 

秘
密
侵
害
罪
と
ほ
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
に
立
ち
、
収
得
・
損
得
さ
れ
た
財
物
が
営
業
秘
密
で
あ
れ
ば
後
者
に
該
当
す
る
。
と
こ
ろ
 
 

が
、
不
正
競
争
防
止
法
二
一
条
七
項
は
、
同
条
一
項
の
規
定
は
「
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
を
妨
げ
な
い
」
と
し
て
お
り
、
営
業
秘
 
 

密
侵
害
罪
と
刑
法
上
の
財
産
犯
と
が
同
時
に
成
立
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
。
現
に
平
成
一
五
年
改
正
時
の
立
案
担
当
者
は
、
二
一
条
 
 

七
項
 
（
当
時
の
一
四
条
三
項
）
 
が
置
か
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
裁
判
所
に
お
い
て
、
刑
法
と
不
正
競
争
防
止
法
が
一
般
法
と
特
別
法
の
 
 

関
係
に
立
つ
と
解
さ
れ
る
と
、
例
え
ば
、
営
業
秘
密
が
記
録
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
の
窃
取
等
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
従
来
は
懲
役
十
年
以
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こ
の
度
の
不
正
競
争
防
止
法
改
正
に
よ
り
、
他
人
の
営
業
秘
密
を
不
正
に
侵
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
網
羅
的
に
処
罰
す
る
こ
 
 

〔
4
3
し
 
 

と
が
可
能
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
不
正
競
争
と
し
て
の
側
面
よ
り
も
、
営
業
秘
密
自
体
の
財
産
的
価
値
を
侵
害
 
 

す
る
行
為
と
し
て
の
側
面
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
「
 
こ
の
た
め
、
同
罪
が
不
正
競
争
防
止
法
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
 
 

並
び
に
同
罪
と
刑
法
上
の
財
産
犯
諸
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
整
合
的
な
説
明
が
困
難
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
 
 
 

ま
た
、
既
述
の
と
お
り
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
適
否
が
問
わ
れ
た
裁
判
例
は
僅
か
一
件
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
今
回
の
改
正
理
由
に
 
 

あ
る
よ
う
に
、
従
来
の
規
定
が
利
用
し
辛
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
〓
凶
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
公
判
に
お
い
て
営
業
秘
密
の
内
容
が
明
ら
 
 

′
4
4
）
 
 

か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
保
有
者
が
二
次
的
損
害
を
被
る
怖
れ
の
あ
る
こ
と
が
、
企
業
に
告
訴
を
躊
蹄
わ
せ
る
一
番
の
要
因
で
 
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
産
業
構
造
審
議
会
知
的
財
産
政
策
部
会
技
術
情
報
の
保
護
等
の
在
り
方
に
関
す
る
小
委
員
 
 

会
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
法
的
措
置
を
講
ず
る
べ
く
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
刑
事
訴
訟
法
上
及
び
憲
法
⊥
の
問
題
を
学
ん
で
お
り
、
本
 
 

五
七
 
 
 

†
の
窃
次
皿
罪
で
処
罰
で
き
た
の
に
、
営
業
秘
密
の
不
正
取
得
罪
の
み
が
成
立
し
て
、
懲
役
三
年
以
下
の
懲
役
刑
で
処
断
せ
ざ
る
を
得
な
 
 

へ
4
0
〕
 
 

く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
」
 
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
法
定
刑
が
財
産
犯
の
そ
れ
に
合
わ
せ
ら
 
 

れ
た
後
も
同
項
は
据
え
置
か
れ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
立
案
担
当
者
が
依
然
と
し
て
公
正
な
競
争
秩
序
の
維
持
が
保
護
法
益
に
含
 
 

ま
れ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
上
述
の
よ
う
な
理
解
を
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
営
業
秘
密
が
有
体
物
た
る
媒
 
 

体
に
化
休
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
や
は
り
営
業
秘
密
侵
害
罪
と
窃
盗
罪
等
の
財
産
犯
と
が
同
時
に
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
既
に
 
 

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
媒
体
自
体
に
殆
ど
価
値
が
認
め
ら
れ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
化
休
さ
れ
た
情
報
の
価
値
を
重
視
し
 
 

2
 

′
4
1
）
 

4
ノ
 
 

て
財
産
犯
の
成
立
を
も
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
実
質
的
に
は
二
重
処
罰
に
当
た
る
吋
能
性
が
あ
る
。
 
 

お
わ
り
に
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五
人
 
 
 

（
■
聖
 
 

改
正
で
は
見
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
面
も
含
め
て
、
刑
事
法
に
お
け
る
営
業
秘
密
保
護
の
在
り
方
を
今
一
度
検
討
す
る
必
 
 

要
が
あ
る
と
考
え
る
。
 
 

（
1
）
 
平
成
】
五
年
改
正
に
関
す
る
刑
法
字
に
お
け
る
著
作
と
し
て
、
鈴
木
靖
宏
「
『
官
業
秘
密
』
 
の
法
的
保
護
に
関
す
る
日
米
比
鼓
∵
－
1
刑
事
法
学
的
 
 

ア
プ
ロ
ー
チ
を
中
心
r
∵
‘
－
－
」
法
研
論
集
（
関
束
学
院
大
学
）
 
二
号
（
▲
一
〇
〇
三
年
）
一
頁
以
下
、
合
理
其
『
営
業
秘
密
の
刑
事
法
的
保
護
』
 
（
二
 
 

〇
〇
四
年
）
、
佐
久
間
修
「
常
葉
秘
密
の
刑
事
卜
の
保
護
」
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
二
八
号
（
一
一
〇
〇
四
年
）
四
九
頁
以
下
、
南
雲
亮
志
「
ト
レ
ー
 
 

ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
の
刑
法
的
保
護
に
つ
い
て
」
立
命
鮨
法
政
論
集
三
号
 
（
二
〇
〇
五
年
）
一
二
九
頁
以
下
等
が
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
平
鯨
二
七
年
改
正
ま
で
を
踏
ま
え
た
刑
法
学
に
お
け
る
著
作
と
し
て
、
山
口
厚
「
営
業
秘
密
の
刑
事
罰
に
よ
る
保
護
」
N
B
L
八
∴
○
号
（
二
〇
 
 

〇
五
年
）
一
二
頁
以
下
、
一
原
亜
貴
子
「
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
る
営
業
秘
密
の
刑
事
法
的
保
護
」
小
僧
商
科
大
学
商
学
討
究
五
六
巻
二
二
二
号
二
二
 
 

〇
〇
五
年
）
 
二
七
九
百
ハ
以
下
、
畠
田
聡
一
郎
「
不
正
娃
争
防
止
法
に
お
け
る
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
意
義
、
機
能
、
課
題
」
 
L
＆
T
三
〇
号
⊥
二
C
〇
 
 

六
年
）
一
四
頁
以
†
、
ロ
ハ
木
誠
『
刑
事
法
苧
に
お
け
る
現
代
的
課
題
』
 
（
二
〇
〇
九
年
）
一
人
一
貫
以
下
 
（
初
Ⅲ
「
営
業
秘
密
の
侵
害
－
－
－
－
‥
H
・
独
 
 

（
新
）
 
不
止
出
現
争
防
止
法
の
紹
介
 
－
 
」
『
神
山
敏
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
 
第
二
巻
 
経
済
刑
法
』
 
（
二
〇
〇
六
年
）
）
等
。
 
 

〔
3
）
 
平
成
一
八
年
改
正
ま
で
を
踏
ま
え
た
刑
法
学
に
お
け
る
著
作
と
し
て
、
平
野
潔
「
情
報
の
刑
法
的
保
護
」
人
文
社
会
論
某
 
社
会
科
学
塙
（
弘
前
 
 
 

大
学
）
 
m
八
号
 
（
二
〇
〇
七
年
）
一
】
九
頁
以
下
、
松
揮
信
「
営
業
秘
密
の
保
護
と
刑
事
法
」
甲
斐
克
則
編
『
企
業
活
動
と
刑
事
規
制
』
 
（
二
〇
〇
 
 
 

八
年
）
一
七
〇
貫
以
下
等
。
な
お
、
そ
の
他
の
一
連
の
改
正
に
関
す
る
解
説
等
に
つ
い
て
は
、
山
原
亜
貴
子
「
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
保
護
法
益
」
小
 
 
 

樽
商
科
大
学
商
学
討
究
五
九
巻
四
号
 
（
二
〇
C
九
年
）
一
六
五
黄
以
下
、
注
（
1
）
及
び
（
2
）
参
照
。
 
 

（
4
）
 
仙
台
地
判
平
成
二
一
年
七
月
一
六
日
特
許
ニ
ュ
ー
ス
随
一
二
六
∵
一
（
平
成
二
一
年
一
一
月
六
日
（
金
）
）
∪
同
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
帖
佐
隆
「
判
 
 
 

例
評
釈
『
ぱ
ち
ん
こ
還
元
率
等
」
不
正
競
争
防
止
法
等
刑
事
事
件
（
不
正
競
争
防
止
法
二
一
条
一
項
（
営
業
秘
密
に
お
け
る
刑
事
罰
規
定
）
の
適
用
 
 

に
つ
い
て
）
」
パ
テ
ン
ト
六
三
巻
六
号
 
（
二
〇
山
○
午
）
 
T
一
九
頁
以
下
、
一
原
亜
貴
子
「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
パ
チ
ン
コ
店
の
割
 
 
 

数
及
び
売
上
金
額
等
を
競
合
パ
チ
ン
コ
店
へ
開
示
し
た
行
為
に
つ
き
、
不
正
取
得
後
営
業
秘
密
開
示
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
事
例
（
仙
台
地
裁
平
 
 
 

成
二
一
年
七
月
山
六
日
判
決
）
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
 
l
三
七
百
ハ
以
下
が
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
土
肥
一
史
「
営
業
秘
密
侵
害
罪
に
関
す
る
不
正
競
争
防
止
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
 
八
三
頁
、
帖
佑
∵
 
 
 

前
掲
注
（
4
）
三
九
頁
注
‥
 

（
6
）
 
立
案
担
当
者
（
経
済
産
業
省
経
済
産
業
政
策
局
知
的
財
産
政
策
室
）
 
に
よ
る
平
成
二
丁
年
改
正
の
解
説
と
し
て
、
「
営
業
秘
密
の
保
護
強
化
 
営
 
 
 

業
秘
密
侵
害
罪
に
お
け
る
処
罰
対
象
範
囲
の
拡
大
等
」
時
の
法
令
n
八
四
五
号
へ
二
〇
〇
九
年
）
一
九
貴
以
下
、
中
原
裕
彦
「
不
正
競
争
防
止
法
の
 
 
 



491営業秘密侵害罪に係る不正競争防止法の平成ニ一年改正について  

（
柑
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

M
馳
内
 
 

（
7
）
 
 

13121110  

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
－
－
ト
営
業
秘
密
侵
害
罪
に
お
け
る
処
罰
対
象
範
囲
の
拡
大
等
」
N
B
L
九
〇
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
」
ハ
頁
以
下
、
 
 

経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
編
著
『
逐
条
解
説
 
不
正
競
争
防
止
法
 
（
平
成
二
一
年
改
正
版
）
』
 
（
二
〇
一
〇
年
）
 
（
以
下
、
『
逐
条
解
説
』
 
と
す
 
 

る
っ
）
等
が
あ
る
。
以
F
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
立
案
担
当
者
の
見
解
と
し
て
は
 
『
逐
条
解
説
』
を
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

本
改
止
ま
で
を
踏
ま
え
て
営
業
秘
密
侵
害
罪
を
包
括
的
に
考
察
す
る
の
は
∵
加
藤
佐
干
天
「
刑
事
罰
に
よ
る
営
業
秘
密
の
保
護
と
不
正
競
争
防
止
 
 

法
の
変
遷
」
中
京
法
学
四
四
巻
三
・
四
号
（
二
C
一
〇
年
）
 
二
六
三
頁
以
下
。
ま
た
、
同
改
正
前
の
産
業
構
造
審
議
会
知
的
財
産
政
策
部
会
の
 
「
技
 
 

術
情
報
の
保
護
等
の
あ
り
方
に
関
す
る
小
委
員
会
」
に
お
け
る
審
議
及
び
同
小
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
「
営
業
秘
密
に
係
る
刑
事
的
措
置
の
見
直
し
 
 

の
方
向
性
に
つ
い
て
」
に
つ
き
批
判
的
検
討
を
行
う
も
の
と
し
て
、
帖
佐
隆
「
営
業
秘
密
刑
事
的
保
護
法
制
改
悪
論
の
問
題
点
」
久
留
米
大
学
法
学
 
 

六
〓
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
（
二
五
六
）
頁
以
下
が
あ
る
、
り
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
∴
前
掲
注
（
6
）
『
逐
条
解
説
』
一
九
頁
、
土
肥
・
前
掲
注
（
5
）
八
〇
頁
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
こ
別
掲
注
（
6
芸
逐
条
解
説
』
一
九
頁
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
・
前
掲
注
へ
6
）
『
逐
条
解
説
』
一
七
人
良
。
 
 

一
原
■
前
掲
注
（
3
）
一
九
六
頁
以
下
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
こ
別
掲
注
（
6
）
『
逐
条
解
説
』
一
七
八
頁
参
照
。
 
 
 

加
藤
・
前
掲
注
（
7
）
二
八
四
頁
は
、
「
営
業
秘
密
が
化
体
し
た
財
物
」
で
は
な
く
単
な
る
「
財
物
」
と
し
た
こ
と
、
並
び
に
、
管
理
侵
害
行
為
の
 
 

う
ち
旧
規
定
の
「
営
業
秘
密
が
管
理
さ
れ
て
い
る
施
設
へ
の
侵
入
」
が
単
に
「
施
設
へ
の
侵
入
L
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
管
理
侵
害
行
為
と
 
 

営
業
秘
密
と
の
関
連
性
が
管
理
侵
害
行
為
と
営
業
秘
密
そ
の
も
の
と
の
関
連
性
が
集
わ
れ
て
お
り
、
構
成
要
件
的
し
ぼ
り
、
す
な
わ
ち
処
罰
対
象
 
 

行
為
の
明
確
性
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
く
な
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
『
逐
条
解
説
 
不
正
柚
胱
争
防
止
法
 
（
平
成
一
五
年
改
正
版
）
』
 
（
二
〇
〇
二
年
）
一
四
六
頁
以
下
及
び
山
四
九
頁
以
†
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
こ
別
掲
注
（
6
）
『
逐
条
解
説
』
一
七
五
頁
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
・
前
掲
注
（
6
）
『
逐
条
解
説
』
一
ヒ
六
百
日
下
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
・
前
掲
注
（
6
）
時
の
法
令
一
一
八
百
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
・
前
掲
注
（
6
）
『
逐
条
解
説
』
．
八
三
頁
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
・
前
掲
注
へ
6
）
『
逐
条
解
説
』
一
七
七
頁
。
 
 
 

頗
決
昭
和
六
三
年
一
一
月
二
一
日
刑
集
四
l
一
巻
九
号
一
二
五
一
頁
。
学
説
で
は
、
西
田
典
之
 
『
刑
法
各
論
〔
第
五
版
〕
』
 
（
二
〇
一
〇
年
）
 
二
五
二
 
 

頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
〔
第
四
版
〕
』
（
二
〇
〇
七
年
）
 
三
二
九
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕
』
三
〇
〇
九
年
）
四
一
石
頁
等
。
 
 
 

加
藤
こ
別
掲
注
（
7
）
二
八
二
頁
以
下
。
 
 

五
九
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（
2
5
〕
 
 

（
2
6
）
 
 

（
2
7
）
 
 

（
錆
）
 
 

（
2
9
）
 
 

六
〇
 
 

大
塚
仁
＝
河
上
和
雄
＝
佐
藤
文
哉
＝
古
田
佑
紀
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
一
三
巻
〔
第
（
一
版
〕
』
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
二
百
〔
日
比
幹
生
〕
 
 

蕃
照
。
 
 
 

土
肥
こ
別
掲
注
（
5
）
八
一
首
ハ
。
 
 
 

香
城
敏
麿
「
背
任
罪
の
成
立
要
件
」
阿
部
祇
二
は
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
五
巻
 
財
産
犯
論
』
 
（
一
九
九
三
年
）
 
二
六
五
百
、
中
森
吉
彦
『
刑
 
 

法
各
論
〔
第
二
版
〕
』
 
二
九
九
穴
年
）
一
七
二
貫
以
下
、
西
別
・
前
掲
注
（
2
0
）
二
五
二
貫
、
前
田
・
前
掲
柱
（
2
0
）
二
一
一
九
宙
ハ
、
山
口
］
厚
『
刑
法
各
論
 
 

〔
第
二
版
〕
』
 
〓
〇
一
〇
年
）
 
±
二
七
頁
。
 
 
 

加
藤
・
前
掲
往
（
7
）
二
八
三
貝
。
 
 
 

上
肥
・
前
掲
柱
（
5
）
八
一
頁
。
 
 
 

加
藤
■
前
掲
注
（
7
）
二
八
三
頁
以
下
。
 
 
 

土
肥
・
前
掲
注
（
5
）
八
関
宮
参
照
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
こ
別
掲
注
（
6
）
『
逐
条
解
説
h
 
二
八
育
∵
・
川
［
∵
前
掲
注
（
′
2
〓
四
貢
、
加
藤
∴
別
掲
注
（
7
）
r
一
八
二
百
以
下
も
参
照
。
民
事
 
 

裁
判
例
で
あ
る
が
、
東
京
地
判
平
成
一
因
年
二
月
一
四
［
1
「
E
舛
＼
D
B
文
献
番
号
N
筈
ヨ
〕
巴
は
、
「
法
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
犯
罪
の
手
‖
ヤ
脱
税
 
 

の
方
法
等
を
教
示
し
、
あ
る
い
は
麻
♯
・
覚
せ
い
剤
等
の
禁
制
品
の
製
造
方
法
や
入
手
方
法
を
示
す
情
報
の
よ
う
な
公
序
良
俗
に
反
す
る
内
容
の
情
 
 

報
は
、
法
的
な
保
護
の
対
象
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
、
営
業
秘
密
と
L
て
の
保
護
を
受
け
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
∴
別
掲
注
（
6
）
『
逐
条
解
説
［
 
七
五
申
∪
 
 
 

こ
の
点
は
、
バ
ブ
リ
ソ
ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
産
業
構
造
審
議
会
知
的
財
産
政
策
部
会
技
術
情
報
の
保
護
専
の
在
り
 
 

方
に
関
う
る
小
委
員
会
ヨ
．
営
業
秘
密
に
係
る
刑
事
的
措
置
の
見
直
し
の
方
向
性
に
つ
い
て
」
 
に
対
す
る
意
見
募
集
の
結
果
に
つ
い
て
』
ニ
ー
〇
〇
九
 
 

年
）
 
四
貫
（
h
t
t
p
∵
、
＼
w
w
声
ヨ
e
t
ト
．
誓
こ
p
＼
c
O
m
ヨ
i
育
e
＼
m
a
t
e
r
巨
s
N
＼
d
O
W
ロ
｝
O
a
d
詮
e
s
＼
g
岩
N
宗
a
き
．
p
d
f
）
）
。
 
 
 

知
的
財
産
政
策
室
・
前
掲
注
（
1
4
）
二
九
〇
頁
。
 
 
 

立
案
担
当
者
も
、
事
業
者
の
営
業
上
の
利
益
と
い
う
私
益
ヒ
、
公
正
な
競
争
秩
序
の
維
持
と
い
う
公
益
が
保
護
法
益
で
あ
る
と
説
明
L
て
い
る
（
知
 
 

的
財
産
政
策
室
・
前
掲
注
（
1
4
）
一
問
四
貢
）
。
営
業
秘
密
侵
害
罪
の
保
護
法
益
に
社
会
的
法
益
を
も
含
め
る
立
場
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
頃
・
前
指
 
 

注
（
3
）
一
人
六
頁
以
下
で
詳
し
く
検
討
し
た
。
 
 
 

し
か
も
、
常
葉
秘
密
侵
害
罪
の
法
定
刑
は
、
行
為
態
様
に
拘
わ
ら
ず
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
門
以
†
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
斜
に
統
 
 

一
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
田
村
善
之
 
『
不
正
競
争
法
概
説
〔
第
二
版
〕
』
 
r
二
〇
し
三
年
）
一
八
頁
。
 
 

‥
原
こ
別
掲
注
（
3
）
一
九
二
言
ハ
。
な
お
、
立
案
担
当
者
が
言
う
「
事
業
者
の
営
業
上
の
利
益
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
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（
本
稿
は
、
平
成
二
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
 
（
課
題
番
号
＝
N
O
㌶
書
宜
）
 
及
び
平
成
二
一
年
度
同
山
人
草
若
手
研
究
者
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
研
究
支
援
事
業
 
 

L
、
 
l
 
 

／
 
 

が
、
本
稿
の
こ
の
よ
う
な
理
解
と
大
き
く
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

（
3
7
）
 
知
的
財
産
政
策
室
こ
別
掲
注
（
6
）
『
逐
条
解
説
』
 
〟
八
頁
。
な
お
、
両
罰
規
定
に
つ
い
て
も
、
法
定
刑
が
平
成
一
七
年
新
設
当
時
に
お
け
る
一
億
 
 

五
†
万
円
以
下
の
罰
金
 
ハ
旧
二
二
条
一
項
一
言
空
 
か
ら
三
倍
円
以
下
の
罰
金
 
（
二
∴
条
一
項
）
 
に
引
き
卜
げ
ら
れ
て
い
る
い
一
 
 

（
謂
）
 
附
言
す
る
と
、
行
為
主
体
に
よ
る
法
定
刑
の
区
別
も
な
さ
れ
て
い
な
い
 
（
と
り
わ
け
二
一
条
一
項
七
号
を
見
よ
）
、
リ
 
 

（
3
9
）
 
有
償
の
役
森
∵
サ
ー
ビ
ス
の
み
が
財
産
上
の
利
益
た
り
得
る
と
す
る
有
力
な
見
解
（
有
償
役
務
説
。
平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』
 
（
山
九
七
七
年
）
 
 
 

二
】
九
頁
、
大
谷
賓
『
刑
法
講
義
各
論
〔
新
版
第
三
版
〕
』
 
三
〇
U
九
年
）
 
二
二
八
頁
以
下
、
中
森
・
前
掲
淫
芦
別
）
 
〇
九
頁
、
曽
根
成
序
『
刑
法
 
 
 

各
論
〔
第
四
版
〕
h
 
（
二
〇
〇
八
年
）
 
山
C
六
頁
、
林
幹
人
 
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕
』
 
（
二
C
C
七
年
〕
一
七
八
百
ハ
∩
な
お
、
山
口
・
前
掲
江
（
2
4
）
二
 
 
 

一
五
頁
も
参
照
）
に
拠
れ
ば
、
本
来
、
有
償
で
の
提
供
が
予
定
さ
れ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
の
み
所
謂
二
項
犯
罪
の
成
育
を
問
題
と
し
得
る
〔
山
中
‥
 
 
 

前
掲
注
（
2
0
）
二
三
〇
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
営
業
秘
密
の
性
質
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
を
不
正
に
取
毎
等
し
て
も
二
項
犯
罪
は
成
立
し
な
い
と
考
え
ら
 
 

れ
る
っ
 
 

（
4
0
）
．
知
的
財
産
政
策
室
∴
別
掲
注
（
1
4
）
一
五
七
頁
以
下
。
 
 

（
4
1
）
 
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
二
月
一
円
口
判
時
九
＃
七
サ
一
一
八
頁
 
（
建
設
調
査
会
事
件
）
、
東
京
地
判
昭
和
」
ハ
○
中
二
月
∵
二
日
刷
γ
り
 
七
巻
一
＝
 
 

「
号
二
二
百
 
（
新
潟
鉄
工
事
件
）
 
等
参
照
。
 
 

へ
4
2
）
 
山
H
厚
「
常
葉
秘
密
の
使
害
と
刑
事
罰
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
 
五
一
頁
注
（
1
0
）
、
〓
ハ
水
・
前
掲
柱
（
2
）
二
六
二
百
ハ
。
加
藤
・
 
 
 

前
掲
注
（
7
）
∴
八
四
質
及
び
一
原
1
耐
掲
注
（
2
）
一
九
人
音
ハ
も
参
照
。
 
 

（
4
3
）
 
加
藤
・
前
掲
注
（
7
）
二
八
国
賓
以
下
は
、
本
改
正
を
「
営
業
秘
密
の
刑
事
法
的
保
護
法
制
の
究
極
的
な
到
達
点
で
あ
り
」
、
「
不
正
競
争
防
止
法
改
 
 
 

正
の
い
わ
ば
総
決
算
と
も
い
え
る
」
と
辞
す
る
。
 
 

（
4
4
）
 
こ
の
点
は
、
と
り
わ
け
営
業
秘
密
と
し
て
の
宥
和
性
及
び
非
公
知
性
の
安
件
が
争
わ
れ
る
場
合
に
閃
電
と
な
ろ
う
り
 
 

（
4
5
ニ
産
業
構
造
審
議
会
知
的
財
産
政
策
部
会
技
術
情
報
の
保
護
等
の
在
り
方
に
閲
す
ろ
小
委
員
套
∑
産
業
秘
密
に
係
る
刑
事
的
措
置
の
見
直
し
の
方
向
 
 
 

性
に
つ
い
て
ら
 
（
二
〇
〇
九
年
）
 
〓
凹
貢
ニ
≡
p
「
＼
＼
w
w
w
白
e
t
i
．
g
ヱ
p
＼
p
O
－
i
c
）
1
＼
e
c
〇
コ
○
コ
与
、
c
h
i
z
a
i
＼
c
h
i
t
e
k
i
＼
℃
d
叫
＼
s
e
t
．
e
i
窄
O
h
i
m
i
t
s
u
も
d
f
）
。
土
 
 
 

肥
・
前
掲
注
（
5
∵
八
F
q
頁
も
参
照
〔
な
お
、
新
聞
報
道
に
拠
れ
ば
、
経
済
産
業
省
は
、
営
業
秘
密
侵
害
罪
に
係
る
公
判
手
続
に
ぶ
い
て
営
業
秘
密
の
 
 
 

内
容
を
非
公
開
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
不
正
競
争
防
直
法
を
改
正
す
べ
く
、
同
法
改
正
案
の
平
成
二
一
り
一
年
通
常
画
室
で
の
提
出
を
目
指
し
て
い
 
 

る
と
い
う
 
（
朝
H
新
聞
平
成
二
∴
年
山
二
月
二
一
日
朝
刊
 
（
東
京
本
社
）
）
↓
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に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）
 
 

六
二
 
 
 


